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 令和７年第１回定例会の開会にあたり，新年度に向けた施政の基

本方針と市政運営における主要な事項について，その概要を申し上

げ，市民並びに議員の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。  

 

 令和７年度は，私の任期の最終年度です。市長就任直後の令和３

年第４回定例会において，市政運営の基本方針をご説明した中で，

「健康で安心して暮らせるまち」，「住みやすいまちナンバーワン

柏」を目指し，子育てしやすいまちへの取組のほか，新型コロナウ

イルス対策，自然災害に強い強靭なまちづくりに取り組むことをお

伝えしましたが，これらの取組以外にも，ＤＸの積極的な推進など，

市民の皆様に身近な施策を重点的に推進してまいりました。  

 しかしながら，「住みやすいまちづくり」の取り組みに終わりは

ございません。  

 社会情勢の変化とともに，変わりゆく市民ニーズを適切にとらえ，

今後も「住みやすいまちづくり」に全力で取り組んでまいります。  

 

 これからも柏市が市民の命と暮らしを守り，将来にわたり持続可

能なまちとして成長し続けるためには，未来志向で施策を展開し，

まちとしての魅力や新たな付加価値を創造していくことが重要とな

ります。  

 以上を踏まえ編成した令和７年度の当初予算ですが，まず予算規

模は，一般会計では前年度当初予算比で８．２％増の約１，７９５

億３，６００万円となりました。また，特別会計は，学校給食セン

ター事業特別会計が令和６年度をもって廃止となることなどから，

前年度比１．２％減の約８０６億７００万円，企業会計を含めた予

算総額では，前年度比４．６％増の約２，９１５億５，２７６万円

となりました。  

 また，令和７年度は第六次総合計画の初年度となることから，当

初予算案では，「誰もが学び続けられることで，人が育つまち」や

「健康になれるきっかけにあふれたまち」，「みんなの居場所にな

れるまち」など，７つの重点テーマに関連する事業に加え，物価高

騰対策支援事業に優先して財源を配分するとともに，持続可能な行

財政運営を堅持しながらも，新たな時代に即した政策の実現に取り
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組むことができる予算として編成いたしました。  

  

 本予算案につきまして，重点分野を中心にその概要を申し上げま

す。  

 

 ま ず ， １ 点 目 が 「 誰 も が 学 び 続 け ら れ る こ と で ， ひ と が 育 つ ま

ち」についてです。  

 経済的な事情により，子どもたちが進学を諦めることのないよう，

非課税世帯や児童扶養手当受給者世帯，または世帯年収４００万円

程度の世帯の高校３年生などに対し，大学や専門学校等の受験料の

一部を補助いたします。  

 あわせて，大学や専門学校等に進学する児童養護施設等の退所者

を対象に，市独自の給付型奨学金を給付することにより，学業に専

念できる環境づくりを支援いたします。  

 これら新規政策を「進学応援プロジェクト」として推進すること

で，生まれ育った環境に未来を左右されることなく，全ての子ども

が将来の夢に踏み出すチャレンジができるよう支援してまいります。  

 

 また，これまで国の基準どおり対応していた多子世帯の保育料軽

減制度について，経済的な支援をより強化し，市独自の負担により，

世帯所得や第１子の年齢に関わらず，認可保育施設の０～２歳児ク

ラスを利用する第２子の保育料を半額，第３子以降の保育料を無料

といたします。  

 引き続き，子育て世代が安心して子どもを生み，育てられる環境

づくりに取り組んでまいります。  

 

 ２点目が「健康になれるきっかけにあふれたまち」についてです。  

 市が実施するがん検診について，柏市国民健康保険被保険者の一

部の方を対象に登録制を廃止するとともに，社会保険被保険者，被

扶養者に対し積極的な周知を実施いたします。  

 また，女性が検診を受けやすい環境の整備として「レディース検

診」を導入し，乳がん，子宮頸がん，大腸がんを集団検診において

セットで受診できる日や，子どもを連れて受診できる日を設定する
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など，仕事や子育て，家庭のことで忙しい方も検診を受けられる機

会を創出いたします。  

 さらに，乳がん検診や子宮頸がん検診等の検査費用にかかる自己

負担額を引き下げ，受診率の向上を図ることで，がんの早期発見・

診断及び適切な治療につなげられるよう取り組んでまいります。  

 

 続いて，プレコンセプションケア推進事業についてです。  

 プレコンセプションケアは，男女を問わず，性や妊娠に関する正

しい知識を普及し，若い世代に将来の妊娠を含めたライフプランに

備え，健康管理を促すための取組です。  

 年齢とともに妊孕率が低下するなど，将来の妊娠に備えて必要な

健康管理の普及啓発を図り，正しい知識を身に付けて自分の身体と

向き合えるよう，プレコンセプションゼミを実施いたします。  

 また，プレコンセプションゼミの受講者を対象に，卵巣の排卵能

力を推測するＡＭＨ検査や自分自身の健康状態を把握する検査が含

まれるプレコンセプション健診の受診費用の一部を助成いたします。  

 あわせて，女性の自己選択の一つとして将来の妊娠に備えること

ができるよう，卵子凍結に関する正しい知識を得ていただいた上で，

卵子凍結を希望するかたへの採卵等の費用と凍結卵子の保管に係る

費用の一部を助成いたします。  

 

 また，特定不妊治療費助成事業として，不妊治療における経済的

負担を軽減するため，体外受精及び顕微授精を行う際に，保険適用

された治療と併用して実費で実施される先進医療に係る費用の一部

を助成いたします。  

 引き続き，本市にて子どもを望む方が，経済的負担を理由に治療

を躊躇することが無いよう，支援の充実を図ってまいります。  

 

 続いて，帯状疱疹ワクチン接種事業についてです。  

 令和７年４月から，帯状疱疹予防接種が定期接種Ｂ類に位置づけ

られることから，費用の一部を助成いたします。  

 対象者には，３月末頃を目途に案内ができるよう準備を進めてま

いります。  
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 続いて，ＡＤＬ維持等加算促進事業についてです。  

 高齢化の進行により，介護が必要となるかたが今後も増え続ける

見込みですが，一度介護が必要になっても，いつまでも自分らしく

いられるためには心身の状態の維持・改善に向けた取組が重要です。  

 一方で，現在の介護保険制度においては，利用者の要介護度が改

善すると介護サービス事業所の報酬が下がる制度上のジレンマがあ

ります。そこで本市では，県内初の取組として，ＡＤＬ維持等加算

を取得している介護サービス事業所に報奨金を支給いたします。  

ＡＤＬ維持等加算の取得を介護サービス事業所に促進することで，

要介護認定者の自立支援・重度化防止に向けた取組を加速させると

ともに，介護サービス事業所への支援を進めてまいります。  

 今後も，すべての世代がいきいきと健康に暮らせるまちを目指し，

健康に資する取組を推進してまいります。  

 

 ３点目が，「みんなの居場所になれるまち」についてです。  

 こども誰でも通園制度について，令和８年度から全国で本格実施

されることに先立ち，本市では，令和７年度中に同制度の運用を開

始いたします。  

 子育て世帯の多様な働き方やライフスタイルに対応した支援を強

化するため，０歳６か月から３歳未満の保育園等に入園していない

子どもを対象に，就労要件を問わず一月あたり一定の時間まで，時

間単位で柔軟に利用が可能となります。  

 

 続いて，病児・病後児保育についてです。  

 病中または病後の回復期の病気の子どもについて，保護者の勤務

の都合等により家庭における保育や集団保育が困難な場合，市内の

２施設において病児保育を実施しているところですが，需要の高ま

りと市民ニーズを踏まえ，市内中央エリアに新たな施設を設置いた

します。  

 引き続き，未来を担う子どもたちと子育て世代を支援する環境づ

くりを進めるとともに，子育てしやすいまち柏の実現に向けて取り

組んでまいります。  
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 ４点目が，「地域経済の成長とイノベーションを支えるまち」に

ついてです。  

 産 業 振 興 を 進 め る た め の 指 針 で あ る 「 柏 市 産 業 振 興 戦 略 ビ ジ ョ

ン」の策定を行い，主要施策である新産業の創出に寄与する企業誘

致施策の拡充を行います。これまで，土地・建物を購入等により所

有のうえ立地する企業に対し奨励金を交付していましたが，多くの

自治体で新たな産業用地の確保・整備が課題となる中，様々な点で

企業立地に適した本市の優位性を活かし，新産業の創出に寄与する

企業の早期誘致につなげるため，令和７年度より，賃貸物件に入居

する企業を対象に加えるとともに，補助上限額の拡充及び賃料補助

制度を新設し，地域産業を担う新産業が創出される環境の整備に努

めてまいります。  

 

 ５点目が，「人々を惹き付けるコアとなるまち」についてです。  

 都心から一番近い天然湖沼であり，市の貴重な地域資源である手

賀沼のほとりにある北柏ふるさと公園隣接地において，手賀沼周辺

の回遊性や滞在環境の向上を目的に，より多くの方が身近で親しみ

やすい環境とするため，デッキの整備を進めます。  

 今後は，手賀沼の水辺環境の整備を進め，手賀沼及び手賀沼周辺

地域における魅力の向上を図るとともに，都市と自然が共存・調和

しながら，それぞれの魅力を補完し，高め合う，持続可能なまちの

実現に向けた取組を進めてまいります。   

 

 ６点目が，「誰一人取り残さない防災・減災のまち」についてで

す。  

 本市では，避難所等における発災後７２時間を想定した防災備蓄

品の充足のため，災害対策用プライベートルームを３００台配備し，

市民が安全に安心して過ごせる避難所の生活環境改善に努めてまい

ります。  

 さらに，避難所の大部分を占める小中学校の避難所機能を向上さ

せるため，引き続き，災害用井戸を計画的に整備するとともに，公

用車を外部給電機能を持つ電動車へ移行することで，停電などが発
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生した際にも市民が安全に安心して過ごせる避難所機能の充実を図

ってまいります。  

 

 また，近年の大規模地震において，電気に起因する火災が多く発

生しております。地震時の電気火災リスクを低減させるため，特に

焼失率及び重点的に耐震化すべき区域などから，重要な地域に対し

て感震ブレーカーを配布・設置し，電気火災の抑制を図ってまいり

ます。  

 

 このほか，災害が激甚化・多発化する中，消防団員の担い手不足

や消防団に求められている役割が多様化しているため，地域防災の

中核を担う消防団員の確保や士気向上を目的に，年報酬を一部階級

においては３１年ぶりに増額し，消防団員の処遇改善を図ってまい

ります。  

  

 ７点目が，「気候変動への対応と，“脱炭素社会”に取り組むま

ち」についてです。  

 自治体新電力会社について，令和６年第３回定例会でご報告しま

した投資適格性評価を実施した結果，事業運営に問題がないことが

明らかとなり，出資適格性ありと評価されたところです。  

 そこで，令和７年度に新電力会社を設立し，資源エネルギー庁へ

の事業申請を経た上で，令和８年度から公共施設約９０箇所への電

力供給開始ができるよう準備を進めてまいります。その後，事業の

進捗状況を踏まえ，供給施設の拡大と新電力会社の収益を原資とし

た，新たな脱炭素化の取組について検討してまいります。  

 引き続き，脱炭素社会の実現に向けて，二酸化炭素の排出削減の

取組を進めてまいります。  

 

 そのほか，昨今，闇バイト等による強盗事件が全国で多発してお

り，社会不安が広がっている中，こうした身近で発生しうる犯罪を

未然に防ぐため，市内各所に防犯灯付き防犯カメラを１５０台設置

し，犯罪に対する抑止力を高め，市民が安全で安心して暮らせる地

域づくりを推進いたします。  
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 今後も，安全・安心なまちとなることを目指し，災害に対する備

えに注力するとともに，犯罪を未然に防ぐ取組にも力を入れてまい

ります。  

 

 最後に，物価高騰対策支援事業についてです。  

 物価高騰は市民の家計にも大きな影響を及ぼしており，多くの方

が先行きに不安をお持ちのことと思います。  

 市民の皆様の不安を解消し，安心して生活できるよう，市民生活

を支えるためのきめ細かな支援策を実行してまいります。  

 

 その一つとして，令和６年度に改定した学校給食費について，保

護者の経済的負担が増加しないよう，令和７年度につきましても，

「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を有効に活用するこ

とで，値上げ分の半額を助成する支援を行います。  

 引き続き，本市の小中学校に通う児童生徒に安全・安心で美味し

い給食を提供し，子どもたちがいきいきと学べる環境づくりに取り  

組んでまいります。  

 また，柏市上下水道局において，水道利用者の経済的負担を軽減

するため，水道料金における基本料金について，１検針の２か月分

の 免 除 を 行 い ま す 。 こ れ に 伴 い ,一 般 会 計 か ら 水 道 事 業 会 計 に 対 し ，

補助を行ってまいります。  

 引き続き，経済的負担の軽減を実感できる取組を行い，物価高騰

の中にある市民生活を支援してまいります。  

 

 以上，市民の皆様をはじめ，議員の皆様のご理解とご協力をお願

い申し上げまして，新年度に向けた施政の基本的な方針といたしま

す。  

 

 続いて，前定例会以降の市政運営における主要な事項について，

ご報告申し上げます。  

  

 まず，財政運営についてです。  

 低所得者世帯向けの給付金のうち，住民税非課税世帯及び子育て
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世帯へ加算される給付金については，国の動向を踏まえ早期に支給

するため，１月１０日に専決処分を行った後，２月２６日から支給

に係る書類を発送し，３月から支給を開始する予定です。  

 

 令和６年度補正予算については，一般会計では，小中学校施設の

整備，事業の精算等を中心に計上いたしました。また，継続費，繰

越明許費，債務負担行為及び地方債について，所要の補正を行いま

す。  

 特別会計では，国民健康保険事業特別会計で財政調整基金への積

立を行うほか，介護老人保健施設事業特別会計で市立柏病院建替え

スケジュール変更に伴う継続費の廃止，介護保険事業特別会計で介

護給付費の増加に対する歳入歳出予算の補正，柏都市計画事業北柏

駅北口土地区画整理事業特別会計で歳入歳出予算の補正及び繰越明

許費の変更等を行います。  

 企業会計では，水道事業会計で継続費の変更，下水道事業会計で

事業費の補正を行います。  

 

 その中から，主だった事業についてご報告いたします。  

 ふるさと納税の見込みについては，当初予算の３．８億円を大幅

に上回り約６億円の寄附が見込まれることから，必要な経費と合わ

せて補正予算を計上いたしました。  

 寄附が増えた主な要因としては，ポータルサイトを増やした効果

に加えて，市内事業者との連携強化やチャレンジ支援補助金を活用

した新たな返礼品の開発促進，新規返礼品登録を希望する市内事業

者に対する説明会・相談会の開催等，積極的な周知を行ったことが

考えられます。しかしながら，実際の市外へのふるさと納税による

流出額は約１９億６，０００万円であり，地方交付税による補填額

を勘案しても，実質約５億円の流出となります。  

 今後も，全国的にふるさと納税の規模が拡大していくことが予想

される中，他自治体へのふるさと納税による本市の個人住民税額に

も大きな影響を与えることから，さらなる寄付の拡充に努めてまい

ります。  
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 次に，本定例会に提出している主な議案についてです。  

 はじめに，柏市土地開発公社の解散についてです。  

 土地開発公社は，公有地の拡大の推進に関する法律に基づき，公

共用地の先行取得等を目的に，地方公共団体が設立する法人であり，

本市においては，つくばエクスプレスの開通に係るまちづくりにあ

たって，多数の土地を先行取得する必要があったことから，平成４

年に設立をいたしました。  

 その後は，こんぶくろ池公園をはじめとする北部地域の整備，都

市計画道路や公園等の整備に必要な公共用地の先行取得を行い，柏

市の都市基盤整備において重要な役割を果たしてまいりました。  

 しかしながら，まちづくりの進展に伴う公共事業の減少や，地価

の下落等の社会経済情勢の変化によって，公社を活用した用地先行

取得の必要性が低下し，公社は一定の役割を終えつつあると考えて

おります。  

 このような経営環境の変化を踏まえ，同公社の経営健全化に関す

る計画の最終年次である，令和７年度を区切りとして解散する方針

を決定し，公社理事会において解散の同意を得たことから，法の規

定に基づき，解散にかかる議案を提出しております。  

 なお，公社が解散した場合の財産は柏市に帰属することとなって

おりますので，旧そごう柏店本館の土地取得と柏駅東口の再整備を

はじめとする，良好な都市環境整備・まちづくり推進のための財源

として有効に活用してまいります。  

 

 続いて，市政一般の事項についてご報告いたします。  

 はじめに，柏市公共施設等総合管理計画についてです。  

 今後の公共施設等のあり方を見直すため，令和７年度から令和１

６年度までの１０か年を計画期間とする，柏市公共施設等総合管理

計画の第２期計画を策定いたします。  

 第１期計画の「基本方針編」策定からまもなく約８年が経過いた

しますが，その間，とりわけ北部地域を中心とした柏市の人口増加

への対応等を図るなどした結果，保有する施設全体の延床面積は増

加しました。  

 一方で，保全の面では，歳出抑制を図ってきたことから，建物の
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耐用年数に基づいた計画的・予防的な保全について，適切な時期や

内容での改修が実施できていない施設が存在し，必要な保全が先送

りになっておりました。  

 適時適切な改修や保全が実施されないことで，工事費の増大や，

建物として寿命を縮め，早期の建替えの必要性を招く恐れがありま

す。  

 また，建築後３０年以上を経過した施設が市の保有面積の約７割

を占めており，今後，公共施設等の保全や更新のための費用の集中

に加え，人口減少による将来的な財源不足が想定されます。  

 今後につきましては，各施設状況を整理し，人口動向や財政状況

などを踏まえた上で施設のあり方を見直し，基本方針に基づく効果

的かつ効率的な取り組みを進め，中長期的・大局的なまちづくり及

び行政経営の視点からも検証を行いながら，柔軟性を持って現実的

な対応に取り組んでまいります。  

 

 次に，国民健康保険事業についてです。  

 令和７年度国民健康保険事業特別会計につきましては，昨年１月

に策定した柏市国民健康保険料改定指針に基づき，制度改正による

影響等を踏まえ，将来推計の見直しを行いました。  

 その結果，国民健康保険財政調整基金による財源補填の額は，昨

年の推計から約４億円減の約１０億円，加入者１人あたり保険料の

改定幅は，所得増に伴う自然増分２，５００円を含め，年額約７，

５００円とする予定です。  

 国において，都道府県単位で保険料率を統一するよう取組が進め

られており，加えて，令和６年１２月に国民健康保険財政運営の主

体である千葉県から適切な保険料率を設定するよう通知が発出され

たところです。  

 将来世代の保険料負担が急増しないよう，医療費適正化対策も講

じつつ，令和１２年度までの間，一般財源を活用しながら，千葉県

が示す標準保険料との乖離を段階的に縮小してまいります。  

 

 次に，電動アシスト自転車のシェアリングサービスについてです。     

 この度，民間のシェアサイクル事業者と協定を締結し，市内の公
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園や道路等の一部をサイクルステーション用地として提供すること

で，市民の皆様や来訪者の移動利便性の向上を図るシェアサイクル

を令和７年２月５日より開始いたしました。  

 シェアサイクルは，まちなかの複数のサイクルステーションに配

置された自転車を，自由に有料で貸出・返却できる移動手段です。

借りた場所に返却しなければならないレンタサイクルとは異なり，

借りた場所と異なるサイクルステーションに返却することができ，

スマートフォンアプリ等から手軽にレンタルできます。これにより，

買い物やレジャー，市役所への手続き等，市内の様々な移動を支え

る新たなツールとして，電動アシスト自転車をご利用いただけます。  

 現在は，主に柏駅周辺を中心に市役所や公園等に約６０拠点を設

置しておりますが，今後は，利用状況に応じて，サイクルステーシ

ョンの設置エリアを拡大するほか，商業施設等の民間施設にも設置

箇所を拡大することで，市民の皆様や来訪者にとってさらなる利便

性の向上を図ってまいります。  

 

 次に，市立柏病院の建替えについてです。  

 市立柏病院の現地建替えについて，これまで建設業における働き

方改革の影響等を踏まえ，令和１４年度の竣工を目指しておりまし

たが，土壌汚染対策の必要性から，竣工の目途を令和１６年度に再

設定し事業に取り組んでまいります。  

 また，実施設計から参画する施工予定者が提示した概算工事費が

約２９０億円であり，基本設計時の概算工事費約２２５億円を大き

く上回っていることから，実施設計業務においては，仕様や必要面

積を見直すなど，事業費抑制に取り組んでまいります。  

 あわせて，実施設計業務と並行して，敷地内の土壌汚染調査を進

めてまいります。  

 

 最後に，柏中学校区における義務教育学校についてです。  

 市立柏病院同様に，建設業における働き方改革の影響等を踏まえ，

開校の目途を，これまでの令和１０年度から令和１２年度に再設定

し，事業に取り組んでいくことといたしました。  

 この間，保護者や地域住民等の関係者の皆さまに，引き続き，丁



- 12 - 

 

寧な意見聴取と積極的な情報発信に努め，これからの時代に求めら

れる質の高い教育と子どもたちのより良い教育環境の実現，さらに

は，地域の皆さまに親しみを持っていただける学校づくりを進めて

まいります。  

 

 以上，施政の基本方針と市政運営の主要な事項について，その概

要を申し上げましたが，今後も市勢発展のため鋭意努力してまいる

所存でありますので，議員各位の一層のご指導，ご鞭撻をお願い申

し上げ，施政方針といたします。  

 


